
第 2 回  

医療構造改革に係る都道府県会議資料  

平成19年4月17日（火）  

医政局指導課   



医療計画について  

【資料 総論編】  

・改正医療法に基づく医療計画の見直し ・・・・・・－・t・  

【資料 各論編】  

・「5 医療提供体制の現状、目標及び推進体制」中  
4疾病及び5事業の医療連携体制について  9  

10  

11  

13   

・脳卒中の医療連携  

・脳卒中の医療体制における各機能類型   

・脳卒中の医療体制に関する指針  

【参考資料】  

・医療提供体制の確保に関する基本方針（抜粋）H  

・医療機能調査事業報告書「調査結果編」（抜粋）  



【資料総論編】   
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改正医療法に基づく  

医療計画の見直し  
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（制度の趣旨）  
○ 地域の体系的な医療提供体制の整備を促進するため、医療資源の効率的5  
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連携等但確保を図ることを目的としている。  

○医療計画には、医療圏の設定及び基準病床数に関する事項、地域医療支援病院の整備の目標等に関   
する事項、医療関係施設相互の機能の分担及び業務の連係等に関する事項等を定める。  

○都道府県は、医療計画について少なくとも5年ごと卿印口えることとされている。  
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（医療計画に記載する事項）  

○医療圏の設定  

○基準病床数の算定  

○地域医療支援病院の整備目標  

○設備、器械・器具の共同利用等、医療関係施設相  

互の機能の分担  

○休日診療、夜間診療等の救急医療の確保  
○へき地医療の確保  

○医師等の医療従事者の確保  

○その他医療を提供する体制の確保  
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○ 医療提供体制の確保。  
○ 国による基本方針の策定。  
○ 都道府県による医療計画の策定。  

・生活習慣病その他省令で定める疾病  

・救急医療等確保事業（5事業）  

○ 生活習慣病その他の国民の健康の保持を  
図るために特に広範かつ継続的な医療の  

提供が必要と認められる疾病を規定  

（4疾病）  

4疾病の考え方  
好塵轟蜘草   

原虐政粥看いため、屠らカた厘脚に   
よる塵垂押を均ぢ必島  鮮度幽r   
求めらカることから、脚魅   
広エと妙泌農，  
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（1）住民・患者の視点尊重   
○ 視点の変更  

‥・医療提供者の視点 から 住民・患者の視点 へ   
○ 積極的な情報提供  

‥・広告規制の漸進的緩和 から 広範網羅的な情報提供  

（2）質が高く効率的で検証可能な体制へ   
○ 量 から 質の充実 へ   
○ 総病床数管理的側面の重視Lから  

4疾病及び5事業に代表されるより詳細な事業内容   

○ 規制や財政面の誘導 から  
積極的な医療情報の提供による誘導 ■へ  

（3）官から民へ、国から地方へ   
○ 官から民へ   

・‥社会医療法人の新設   

○ 国から地方へ   

・‥地方分権の流れ推進・都道府県知事の責務の明確化．  
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○ 平成18年2月の通知は、各都道府県が新たな医療計画作成に向けて早めに準備できる   

よう、「医療計画の見直し等に関する検討会」の中間まとめに基づき、計画作成過程   
及び計画記載事項を示したもの。  

○■新たな作成指針は、当該通知をほぼ反映させたうえで、基本方針等を踏まえてさらに   
必要な事項を追加するもの。  

平成1時2月22日指導課長通知 

1 医療計画に関する基本的事項－－  

2．1 保健医療提供体制の状況＿＿－  

2．2 医療関係の人材の確保と一一－  

資質の向上  

■●一一一一－－－■■    2．3 基準病床数・‾‾  

3 00県における事業ことの医療  
連携体制の現状  

4 将来の保健医療提供体制の望とく  

医療計画による事業の推進  
、  

5 保健・医療・介護（福祉）の総  
合的な取組  

6 健康危機管理体制の構築  

1 医療計画作成の準備  
2 医療計画作成までの過程  
2．1 基本的な情報の収集と整理  

2．2 課題の抽出  
2．3 吉果題分析  

2．4 解決方法の検討  
2．5 解決方法の決定  
2．6 最終確認と意思決定  2．7 事業の実施と評価－…－∴－  

－7－   




